
環境影響評価手続きの流れについて
①環境影響評価法手続きについて
事業の実施に当たり、環境影響評価法に基づき、環境への影響を評価し、
その結果を踏まえて影響をより小さくするための対策を講じていく手続きを行っております。
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現況調査の実施期間
(2020年7月～2022年12月) 予測・評価の実施調査、予測、評価の

手法をとりまとめ

2021年7月6日
方法書説明会

2023年7月頃 (予定)
準備書説明会

2024年11月頃 (予定)
評価書縦覧実施

2020年7月31日
配慮書縦覧

②環境影響評価準備書手続き開始から評価書作成に至るまでの流れ

評価書作成事業計画検討準備書審査期間
（届出日より270日）

準備書縦覧期間
（届出日より1か月）

意見募集について 行政による審査
・住民説明会の開催 ・青森県環境影響評価審査会
・住民意見の募集 ・環境省審査

・経済産業省風力部会

青森県知事意見（関係行政の意見を含む）

経産大臣勧告受領

＜準備書の審査について＞
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